
災害医療、緊急被ばく医療、新興感染症などへの対応

回復期患者の受入や在宅医療により、在宅復帰や日常生活の継続
支援、再発予防の治療などに対応

中核的病院の医療機能・診療科・病床機能

想定される診療科（外来のみの診療科含む）

救急医療の提供

地域包括ケアシステム
構築支援

その他機能

地域に根ざした医療
地域の医療機関や隣接地域の医療機関と連携し、地域のニーズに応え
る医療（救急医療、一般外来・入院等）の提供

二次救急医療機関として、２４時間３６５日、救急患者の受入れに
対応し、救急医療（初期診断及び一定程度の入院治療）を提供

想定される病床機能

【想定される診療科】
・内科（循環器科、消化器科、糖尿病科）

・外科、整形外科

・総合診療科

【今後検討を要する診療科】
泌尿器科、皮膚科、耳鼻咽喉科、呼吸器科、腎臓内科（人工透析）、産婦人科
眼科、小児科、精神科、脳神経外科 ※郡内に標榜する診療科があるもの

麻酔科、放射線科 ※診療内容によって必要となるもの

基本的な医療機能

小児医療 精神疾患への対応

病床区分 機能

一般
急性期患者及び、急性期を経過し
た回復期患者の受入

感染症 感染症患者の受入

地域の医療機関等と
連携し、
・子どもから高齢者
まで地域のニーズに
応える医療の提供
・予防から急性期、
回復期、慢性期、在
宅まで、切れ目のな
い医療の提供

高度専門医療や三次救
急医療について、隣接
地域の医療機関と連携

災害医療、緊急被ばく
医療、新興感染症対応

地域包括ケアシステム
構築支援

地域に密着し、連携
の核となる病院

【5疾病】
がん、脳卒中、急性
心筋梗塞、糖尿病、
精神疾患

【6事業】
救急医療、災害時に
おける医療、へき地
の医療、周産期医療、
小児医療、新興感染
症

5疾病・6事業
＋ 在宅医療

※5 疾病・ 6事業と在宅医療
第８次医療計画の作成指針等

に盛り込まれる見込みの項目。

救急医療の提供 新興感染症地域包括ケア
システム構築支援

双葉地域の医療機関及び隣接地域の医療機関との連携を踏まえ、あり方を検討

※出典：第２回検討会議「中核的病院の主な機能」

＋
地域包括ケアシステム構築支援

主な傷病

がん(消化器系)

循環器系疾患

筋骨格系疾患

呼吸器系疾患

内分泌系疾患

外傷等

周産期医療

一般小児医療と小児専門医療との連携 安全な診療体制を確保する観点での連携 精神科専門の医療機関との連携

【在宅医療】
訪問診療、訪問介護、
訪問リハビリ等
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